
漁獲シナリオ等の検討及び
今後のスケジュールについて

水産庁

（資料４ー２）

資源管理方針に関する検討会
～第５回ズワイガニ太平洋北部系群～

令和８年２月27日（金）



１．資源管理目標の案

 資源評価に基づき研究機関から提示されている資源管理目標の案を採用する。
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案資源管理の目標等

243トン
目標管理基準値（Target Reference Point：TRP）
＝MSYを達成するために維持・回復させるべき目標となる親魚量

105トン
限界管理基準値（Limit Reference Point：LRP）
＝下回ってはいけない資源水準の値（MSYの60パーセントを達成するために必要な

親魚量）

15トン
禁漁水準値
＝MSYの60パーセントを達成するために必要な親魚量

（現行の資源管理の目標）

令和元年（2019年）の資源量（令和２年（2020年）資源評価において436トン）を、法第12条第２項に規定する、

維持し、又は回復させるべき目標となる値とする（自然死亡率の今後の動向について予測することが困難であり、

同条第１項の規定に基づく目標値の提案が困難とされていることから、同条第１項と異なる目標を定めるものと

する。）。ただし、資源評価の精度の向上により、より適切な目標を定めることができる場合には、これを見直す

こととする。



２．漁獲シナリオの案

 研究機関は、提案する漁獲シナリオの下では、調整係数の値にかかわらず、10年後に目標管理基準
値案を50パーセント以上の確率で上回ることは難しいとの将来予測結果を提示し、「漁獲圧を低い水準
で維持し、資源の回復を待つことが望ましい」と助言。

 このことを踏まえ、現行の漁獲シナリオを継続することとする。

・ この資源をとることを目的とする操業を避ける。

・ この資源をとることを目的とする操業が行われていない平成23年（2011年）以降の最大漁獲量注を
考慮してＴＡＣを算定する。

注：令和４年（2022年）の14トン
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第４回ステークホルダー会合
• 現行の資源管理方針及び資源の状況等について説明
• 今後ステークホルダー会合で検討すべき事項について説明・議論

Ｒ７年
７月15日

資源評価結果公表Ｒ７年９月26日

第５回ステークホルダー会合
• 令和７年度資源評価結果について説明（資源管理の目標（案）及び漁
獲シナリオ（案）の提示を含む。）
• 資源管理目標、漁獲シナリオ等の議論
• 議論の取りまとめ

Ｒ８年
２月27日

パブリックコメント開始（会合の取りまとめを踏まえた、資源管理方針の変更（案））

※期間は1カ月
Ｒ８年４月

水産政策審議会資源管理分科会
• 資源管理方針の変更（案）の諮問
• 令和８（2026）管理年度のＴＡＣ及びその配分（案）の諮問

Ｒ８年５月

＜知事管理漁獲可能量設定に係る関係海区漁業調整委員会への諮問（各県）＞

令和８管理年度開始（～令和９年６月末）Ｒ８年７月

３．今後のスケジュール

本日の検討会はここ
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